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　個人番号カードでコンビニ交付サービス（全国のコ
ンビニエンスストアで住民票・印鑑登録証明書が取得
できるサービス）を利用する場合は、電子証明書が必
要となります。
　通知カードと一緒に送付される個人番号カード申請
書の裏面には「□　利用者証明用電子証明書　不要」
欄がありますが、この欄を塗りつぶすと、コンビニ交
付サービスは利用できませんので、塗りつぶさずに申
請してください。
　また、スマートフォン等による申請も可能です。詳
しくは通知カードに同封のご案内をご覧ください。
問合先　市民課市民係（☎０４２−３８７−９８３０）

個人番号カードによる
コンビニ交付サービス
の利用
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代
理
人
が
手
続
き

代
理
人
が
手
続
き
をを

す
る
場
合

す
る
場
合
はは

委
任
状

委
任
状
をを

※　戸籍関係書類を請求する際は、本籍、筆
頭者もご記入ください。

委任状の記載例

委任状
平成○年○月○日

（あて先）小金井市長

代理人（頼まれて来庁する人）
住　所　小金井市○○町○丁目○番○号
氏　名　○○○○

例①　私は、○○を○通取得する権限を上
記の者に委任します。
例②　私は、○○届の手続きに関する権限
を上記の者に委任します。

委任者（本人）
住　所　小金井市○○町○丁目○番○号
氏　名　○○○○㊞（認印可）
電話番号　○○○栗○○○栗○○○○

　

市
民
課
で
代
理
人
が
各
種
手
続

き
を
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て

本
人
（
依
頼
す
る
人
）
直
筆
の
委

任
状
と
代
理
人
（
来
庁
者
）
の
運

転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
請
求
の
際
に
は
、
住
民

票
、
戸
籍
関
係
書
類
の
具
体
的
な

請
求
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
は

取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
委
任
状
が
必
要
で
な
い
場
合
】

　

次
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
は
、

委
任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽　

住
民
票
＝
同
一
世
帯
の
方

▽　

戸
籍
関
係
書
類
＝
該
当
の
戸

籍
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る

方
、
直
系
の
親
族（
親
子
等
）。

た
だ
し
、
戸
籍
関
係
書
類
の
う

ち
身
分
証
明
書
・
独
身
証
明
書

は
、
本
人
以
外
の
方
が
来
庁
す

る
際
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

▽　

住
所
異
動
＝
転
入
・
転
出
は

市
内
で
同
一
世
帯
の
方
、
転
居

（
市
内
で
の
住
所
変
更
）
は
引

っ
越
し
後
の
住
所
で
同
一
世
帯

の
方

問
合
先　

市
民
課
市
民
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
０
）

３８７

既
存
家
屋
へ
の
設
置
工
事
費
を
助
成
し
ま
す

雨
水
浸
透
施

雨
水
浸
透
施
設設

設
置
に
ご
協
力

設
置
に
ご
協
力
をを

　

市
で
は
、「
雨
を
か
り
る
・
か

え
す
・ 
活 
か
す
」
ま
ち
づ
く
り

い

の
一
環
と
し
て
、
雨
水
を
な
る

べ
く
下
水
道
に
流
さ
ず
、
大
地

に
か
え
す
雨
水
浸
透
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
を
継
承
し
、
「
安

全
で
潤
い
の
あ
る
故
郷
」
を
次

世
代
に
残
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
た
め
、
新
築
や
増
改
築

の
際
に
は
、
雨
水
浸
透
ま
す
等

の
設
置
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
助
成
対
象
と
な
る
既

存
家
屋
に
対
し
、
雨
水
浸
透
ま

す
等
の
設
置
工
事
費
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

助
成
対
象　

昭
和　

年
９
月
前

６３

に
建
築
し
た
家
屋

助
成
額　
　

万
円
を
限
度
と
し

４０

ま
す
。
た
だ
し
、
助
成
対
象
工

事
範
囲
以
外
（
主
に
コ
ン
ク
リ

ー
ト
壊
）
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。

助
成
対
象
の
工
事
範
囲　

雨
ど

い
か
ら
接
続
し
た
雨
水
浸
透
施

設
設
置
工
事

申　

込　

下
水
道
課
業
務
設
備

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
８
）

０４２

３８７

ま
た
は
市
排
水
設
備
指
定
工
事

店
へ
。
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　町会・自治会の皆さんを中心に、まちをきれい
にする運動の一環として、公共の場所（道路や公
園など）の美化清掃を行っています。
　参加希望の方には、お住まいの地区の町会や自
治会などを紹介します。詳しくは、お問い合わせ
ください。
　皆さんの参加をお待ちしています。
と　き
渇　梶野町、緑町、本町２〜５丁目＝１１月８日
（日）
渇　前原町、貫井南町＝１１月１５日（日）
渇　貫井北町、桜町、関野町＝１１月２３日（祝）
渇　東町、中町、本町１・６丁目＝１２月６日（日）
※　いずれも時間は午前９時〜１０時
清掃用具　必要な用具は、各自でご用意くださ

い。一斉美化清掃用の
ごみ袋（ボランティア
袋）は、町会・自治会
長を通じて配布しま
す。
　集めたごみは、「落ち
葉」「燃やすごみ」
「燃やさないごみ」「危
険物」に分け、町会・
自治会で決められた
「一斉清掃専用ごみ集積所」の看板（上図）のあ
る所に出してください。翌日収集します。
※　家庭ごみ、粗大ごみ、私有地から出たごみは
対象外です。

問合先　ごみ対策課清掃係（☎０４２−３８７−９８３５）

一斉美化清掃を行っています みんなでまちをきれいに！

　

小
金
井
市
商
工
会
、
武
蔵
野
商

工
会
議
所
、
三
鷹
商
工
会
に
よ
る

中
小
企
業
の
販
路
拡
大
・
受
注
確

保
を
目
的
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
で

す
。

　

展
示
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

の
ほ
か
、
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
や
ド

ロ
ー
ン
実
演
、
村
上
信
夫
さ
ん

（
元
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
）
、
橋
本
久
義
さ
ん
（
政
策
研

究
大
学
院
大
学
教
授
）
の
講
演
会

等
を
行
い
ま
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
火
）
午
前

１１

１０

　

時　

分
～
午
後
５
時　

分

１０

３０

３０

と
こ
ろ　

吉
祥
寺
東
急
Ｒ
Ｅ
Ｉ
ホ

テ
ル
３
階
（
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南

町
１
儿
６
儿
３
）

共　

催　

小
金
井
市
ほ
か

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

市
商
工
会
（
☎　

儿　
０４２

３８１

儿
８
７
６
５
）

 　

地
域
資
源
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

生
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ

ス
を
は
じ
め
た
８
人
の
物
語
を
展

示
に
よ
っ
て
紹
介
し
ま
す
。
ま

た
、
起
業
家
の
本
音
を
聞
け
る
ト

ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
起
業
ナ
イ
ト
」

を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
水
）
午
前

１１

１８

　

時
～
午
後
９
時
（
ト
ー
ク
イ
ベ

１０ン
ト
は
午
後
７
時
か
ら
）

と
こ
ろ　

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ

ー
ル
（
小
金
井
市
民
交
流
セ
ン
タ

ー
）

そ
の
他　

詳
し
く
は
東
小
金
井
事

業
創
造
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://ko

-to
.in
fo
/)

ま
た
は

　

月
６
日
か
ら
経
済
課
（
市
役
所

１１第
二
庁
舎
４
階
）
、
公
民
館
各

館
、　

武
蔵
小
金
井
駅
・
東
小
金

ＪＲ

井
駅
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
等
で
配
布

す
る
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

「
小
金
井
で
起
業
し
た

８
人
の
も
の
が
た
り
」
展

を
開
催

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 
と　

き　
　

月　

日
（
水
）
午
後

１１

１８

２
時
～
４
時

と
こ
ろ　

前
原
暫
定
集
会
施
設
１

階
Ａ
会
議
室

講　

師　

二
村
祐
輔
さ
ん
（
日
本

葬
祭
ア
カ
デ
ミ
ー
教
務
研
究
室
代

表
）

定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

５０

申　

込　
　

月
２
日
か
ら
、
電
話

１１

で
経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）
へ
。

３８７
 　

平
成　

年
１
月
～　

月
に
納
め

２７

１２

た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

消
費
者
講
座

寺
や
親
族
と
も
め
な
い
上

手
な
墓
じ
ま
い
儿
お
寺
の

形
態
や
権
利
か
ら
最
新
の

納
骨
堂
・
樹
木
墓
地
ま
で

国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
る
方
へ

国
民
年
金
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
送
付

ま
す
。
（
平
成　

年
中
に
納
付
し

２７

た
過
年
度
分
や
家
族
の
分
も
含
ま

れ
ま
す
）

　

年
末
調
整
、
確
定
申
告
お
よ
び

市
・
都
民
税
申
告
等
で
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
を
す
る
際
に

は
、
納
付
し
た
保
険
料
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
９
月　

日
ま
で
に

３０

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額
を

証
明
し
た
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を

日
本
年
金
機
構
か
ら　

月
上
旬
に

１１

送
付
し
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
、
こ
の
証
明
書
と　

月
１
日
以

１０

降
に
納
付
し
た
領
収
証
書
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

【
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
　

月
２
日
～
平
成　

年
３
月　

１１

２８

１５

日
の
月
曜
～
金
曜
日
午
前
９
時
～

午
後
７
時
、
第
２
土
曜
日
午
前
９

時
～
午
後
５
時
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）

▽　

電
話
＝
０
５
７
０
儿　

儿　
０５８

５５５

▽　

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
＝　

儿
０３

６
７
０
０
儿
１
１
４
４

問
合
先　

立
川
年
金
事
務
所
（
☎

　

儿　

儿
０
３
５
２
）

０４２

５２３

 　

市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備

室
で
は
、
市
民
協
働
推
進
員
２
人

を
配
置
し
、
市
民
協
働
の
推
進
の

た
め
の
諸
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。
市
民
協
働
に
つ
い
て
聞
い
て

み
た
い
方
や
携
わ
っ
て
み
た
い
方

は
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

開
所
日
時　

木
曜
・
日
曜
・
祝
日

を
除
く
午
前
８
時　

分
～
正
午
、

３０

午
後
１
時
～
５
時

と
こ
ろ　

小
金
井
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内
（
福

祉
会
館
２
階
）

主
な
業
務

ご
利
用
く
だ
さ
い

市
民
協
働
支
援

セ
ン
タ
ー
準
備
室

▽　

市
民
協
働
・
市
民
活
動
等
の

相
談
（
行
政
と
協
働
し
た
事
業

の
実
施
、
市
民
活
動
を
行
う
う

え
で
の
課
題
や
悩
み
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
な
ど
）

▽　

市
民
活
動
団
体
等
と
行
政
の

間
や
、
市
民
活
動
団
体
相
互
間

の
協
働
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

▽　

市
民
協
働
・
市
民
活
動
に
つ

い
て
の
調
査
活
動
、
情
報
の
収

集
・
発
信

▽　

市
民
協
働
に
関
連
す
る
行
事

等
へ
の
参
加
・
協
力

▽　

市
民
協
働
の
推
進
に
向
け
た

仕
組
み
等
の
検
討

▽　

市
民
活
動
団
体
リ
ス
ト
の
管

理
問
合
先　

市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ

ー
準
備
室
（
☎　

儿　

儿
７
７
６

０４２

３８５

７
）

 　

勤
務
条
件
や
雇
用
条
件
に
疑
問

を
感
じ
た
と
き
な
ど
に
気
軽
に
ご

覧
い
た
だ
け
る
内
容
で
す
。

　

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所　

経
済
課
（
市
役
所
第

二
庁
舎
４
階
）
、
公
民
館
各
館
、

図
書
館
本
館
、
勤
労
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
東
小
金
井
事
業

創
造
セ
ン
タ
ー
（
梶
野
町
１
儿
２

儿　

）
、
商
工
会

３６
問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

ポ
ケ
ッ
ト
労
働
法
２
０
１
５

を
配
布
中

産
業
フ
ェ
ス

産
業
フ
ェ
ス
タタ

第
５
回

武
蔵
野
エ
リ
ア


